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「
住
も
う
よ
！
ひ
こ
ね
」

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業

申
込
期
限
は
５
月
13
日
㈮

午
後
５
時
15
分
で
す

口市
地
域
経
済
振
興
課

こ
の
事
業
は
、
市
民
の
皆
さ
ん

が
市
内
に
本
社
が
あ
る
法
人
ま
た

は
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
の
施

工
業
者
を
利
用
し
て
、
自
宅
の
リ

フ
ォ
ー
ム
を
行
う
場
合
に
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で

す
。平

成
28
年
度
の
第
１
回
事
前
申

し
込
み
の
受
付
期
限
は
５
月
13
日

㈮
で
す
。

助
成
金
額
、
助
成
の
対
象
と
な

る
条
件
、
申
込
方
法
な
ど
制
度
の

詳
細
は
、
広
報
ひ
こ
ね
４
月
１
日

号
ま
た
は
本
事
業
の
手
引
き
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
手
引
き
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、

地
域
経
済
振
興
課
、
支
所
、
各

出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、Ｆ
Ａ

Ｘ
24-

９
６
７
６
番

ご
利
用
く
だ
さ
い

小
規
模
企
業
者
小
口
簡
易

資
金
貸
付
制
度

　　口市
地
域
経
済
振
興
課

小
規
模
企
業
者
小
口
簡
易
資
金

貸
付
制
度
と
は
、
小
規
模
企
業
者

の
皆
さ
ん
に
、
経
営
の
安
定
を
図

る
た
め
の
資
金
を
、
原
則
、
無
担

保
・
無
保
証
人
で
融
資
す
る
制
度

で
す
。

貸
付
限
度
額　

１
企
業
３
口
、
同

じ
年
度
内
の
借
入
申
し
込
み

は
３
回
を
限
度
と
し
、
１
、

２
５
０
万
円
以
内
で
す
。
た
だ

し
、
既
存
の
保
証
協
会
の
保
証

付
融
資
残
高
と
の
合
計
は
１
、

２
５
０
万
円
を
限
度
と
し
ま

す
。

返
済
期
間　

▼
運
転
資
金　

５
年
以
内（
う
ち
据

置
６
か
月
以
内
）

▼
設
備
資
金　

７
年
以
内（
う
ち
据

置
６
か
月
以
内
）

金
融
機
関　

市
内
の
滋
賀
銀
行
・

滋
賀
中
央
信
用
金
庫
・
関
西

ア
ー
バ
ン
銀
行
の
各
支
店

担
保
・
保
証
人　

無
担
保
・
無
保
証

人（
信
用
保
証
協
会
付
）で
す
。
た

だ
し
、
法
人
の
場
合
は
そ
の
代

表
者
が
保
証
人
と
な
り
ま
す
。

資
格
条
件　

①
〜
⑥
を
す
べ
て
満

た
す
人
が
対
象
で
す
。

①
市
内
で
１
年
以
上
居
住（
法
人
の

場
合
は
、
１
年
以
上
の
所
在
実
績
）

し
、
県
内
で
１
年
以
上
継
続
し

て
同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ

と
（
事
業
所
得
に
係
る
税
の
申
告
を

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
）。

②
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が

20
人
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
は
５

人
、
た
だ
し
サ
ー
ビ
ス
業
の
う
ち
宿

泊
業
・
娯
楽
業
は
20
人
）
以
下
の

事
業
を
し
て
い
る
人

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人

④
小
規
模
企
業
者
小
口
簡
易
資
金

を
再
度
利
用
す
る
人
は
、
次
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

▼
こ
の
資
金
の
借
入
残
高
の
あ
る

人
が
重
ね
て
借
り
入
れ
を
申
し

込
む
場
合
は
、
元
利
返
済
を
直

近
１
年
以
上
延
滞
な
く
行
っ
て

い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

▼
前
回
借
り
入
れ
た
こ
の
資
金
を

県
制
度
融
資
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
資
金
（
借
換
枠
）
ま
た
は

旧
経
営
安
定
借
換
資
金
に
よ
り

借
り
換
え
し
た
場
合
は
、
融
資

実
行
日
か
ら
１
年
間
を
経
過
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

⑤
金
融
機
関
か
ら
取
引
停
止
処
分

を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

⑥
滋
賀
県
信
用
保
証
協
会
を
利
用

で
き
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

手
続
き
方
法　

応
接
に
よ
り
、
制

度
の
説
明
な
ど
を
行
い
ま
す
。

彦
根
商
工
会
議
所
（
中
央
町
３-

８
☎
22-

４
５
５
１
）
ま
た
は
稲

枝
商
工
会
（
稲
部
町
６
０
７-

１
☎

43-

２
２
０
１
）
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

留
意
事
項　

申
込
み
手
続
き
後

に
、
彦
根
市
中
小
企
業
金
融
審

査
会
で
貸
付
の
可
否
を
審
査
し

て
、
そ
の
結
果
を
申
込
者
と
信

用
保
証
協
会
に
通
知
し
ま
す
。

な
お
、貸
し
付
け
の
実
行
に
は
、

別
途
、
信
用
保
証
協
会
の
審
査

が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

地
域
経
済
振

興
課
☎
30-

６
１
１
９
番
、
Ｆ

NAOSUKE・直弼・なおすけ
〜近現代の中の井伊直弼〜

直弼の死後、彦根の人々はどのように「直弼」と向き
合い、「直弼」を語り継いできたのかを切り口に、彦根の
近現代の歩みを振り返る図録です。

現在、同冊子の内容は、開国記念館（金亀町）で展示し
ています。
価格　500 円
販売場所　開国記念館、彦根城博物館、 教育委員会文

化財課歴史民俗資料室　※ホームページ「書籍のご案
内」からも購入できます。

問い合わせ先  教育委員会文化財課歴史民俗資料室☎
27-3544、FAX27-3554  

販売中 土
砂
災
害
（
特
別
）
警
戒
区
域

を
追
加
指
定
し
ま
し
た

口市
道
路
河
川
課

土
砂
災
害
か
ら
命
を
守
る
た
め

に
、
土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
と
「
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
」
を
追
加
指

定
し
ま
し
た
。

該
当
区
域　

小
野
町　

６
箇
所

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域〈
土
石
流
〉 

５

箇
所
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を

含
む
警
戒
区
域〈
土
石
流
〉 

１
箇
所
）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
さ

れ
る
と
、
市
が
警
戒
避
難
体
制
の

整
備
を
行
い
ま
す
。

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
で
は
、

特
定
の
開
発
行
為
に
対
し
て
許
可

が
必
要
に
な
っ
た
り
、
建
築
物
の

構
造
の
規
制
や
移
転
勧
告
が
行
わ

れ
た
り
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

道
路
河
川
課

☎
30-

６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

５
２
１
１
番
、

湖
東
土

木
事
務
所
河
川
砂
防
課
☎
27-

２
２
４
９
番　

警
戒
避
難
体
制

平
成
28
年
経
済
セ
ン
サ
ス-

活
動
調
査口市

企
画
課

こ
の
調
査
は
、
全
国
す
べ
て
の

事
業
所
・
企
業
を
対
象
に
、
売
上

高
や
経
理
項
目
を
把
握
す
る
調
査

で
す
。
調
査
結
果
は
、
行
政
施
策

の
立
案
や
、
民
間
企
業
で
の
経
営

計
画
の
策
定
な
ど
の
基
礎
資
料
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

調
査
書
類
は
、
５
月
末
ま
で
に

調
査
員
が
訪
問
し
て
直
接
配
布
す

る
か
、国
か
ら
郵
送
さ
れ
ま
す
。調

査
書
類
が
届
き
ま
し
た
ら
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
い
た
だ
く
か
、

紙
の
調
査
票
を
記
入
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

回
答
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
適

正
に
管
理
し
、
統
計
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る
利
用
目
的
以
外
で
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課
☎

30-

６
１
０
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

の
整
備
に
関
す
る
こ
と　

危

機
管
理
室
☎
30-

６
１
５
０
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

１
７
７
７
番

彦根市指定ごみ袋が変わります
７月から指定ごみ袋の容量や素材が変わります。従来

のごみ袋を改善し、現在の特大袋（30ℓ）よりも一回り大
きい４０ℓの袋を追加して販売します。

また、リサイクル意識の向上のために、容器包装プラ
スチック専用袋を半透明の素材から透明の素材に変更し
ます。

現在のごみ袋は、７月以降も引き続き使用できます。価
格やサイズなど詳しくは、広報ひこね６月１日号でお知
らせします。
販売開始日　7 月 1 日㈮以降（順次販売を開始します）

販売場所　市内取扱店
その他　新しいごみ袋は、現在販売されているごみ袋の

在庫がなくなり次第、先行販売されることがあります。
問い合わせ先  生活環境課☎ 30-6116、FAX27-

0395

Ａ
Ｘ
24-

９
６
７
６
番


